
別紙５
（協定第7条第1項関連）

（機構法第13条第1項第7号に定める協定記載事項）

無利子貸付けの貸付計画



（単位：百万円）
（消費税込み）

年度
H18 30,300
H19 29,600
H20 28,416
H21 32,920
H22 33,908
H23 42,214
H24 39,684
H25 34,112
H26 25,282
H27 26,200
H28 35,218
H29 21,718
H30 11,114
R1 16,962
R2 824
R3 432
R4 6,304
R5 10
R6 16
R7 16
R8 16
R9 1,408
R10 0
R11 0
R12 0
R13 0
R14 0
R15 306
R16 14,478
R17 14,759
R18 7,748
R19 6,836
R20 6,026
R21 5,773
R22 5,774
R23 0
R24 0
R25 0
R26 0
R27 0
R28 0
R29 0
R30 0
R31 0
R32 0
R33 0
R34 0
R35 0
R36 0
R37 0
R38 0
R39 0
R40 0
R41 0
R42 0
R43 0
R44 0
R45 0
R46 0
R47 0
R48 0
R49 0
R50 0
R51 0
R52 0
R53 0
R54 0
R55 0

（注１） 平成１８年度から令和４年度は実績値を、令和５年度は実績見込み値を記載している。
（注２）

（注３）

無利子貸付計画額

令和１６年度から令和２２年度は、第３回首都高日本橋地下化検討会で確認された事業ス
キームにおける民間プロジェクトによる公共貢献が機構法第25条2項により交付されるも
のとした額を記載している。

令和１５年度から令和１７年度は、首都高都心環状線の交通機能確保に関する検討会で
確認された事業スキームにおける民間プロジェクトによる公共貢献が機構法第25条2項に
より交付されるものとした額を記載している。

首都高速道路株式会社に対する無利子貸付けの貸付計画


